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日本育療学会会則

5．顧問 若干名

6．役員及び顧問は理事会において決定

し、総会に報告する。

7．役員及び顧問の任期は2年とする。

但し再任を妨げない。

(三）理事会・委員会

1． 理事会

会長、副会長、理事をもって構成し、

本学会の重要事項を決定する。

2． 委員会

(1)研究・研修委員会

（2）特別研究委員会

（3）編集委員会

（4）情報・資料委員会

（5）顕彰委員会

(四）事務局

1． 本学会に、事業を執行するための事

務局を置く。

2．事務局の所在地

〒194束京都町田市森野1-39-15

五.会計

本学会の会計は年会費、賛助会費、

寄付金及びその他の収入をもって当て

る。

(一）会費

1． 正会員 年会費 3,000円

2．賛助会員賛助会費

一口 10,000円

(二）会計年度

毎年4月1日から翌年の3月31日ま

でとする。

六.その他

(一）事業開始日

本学会の事業は、平成6年5月29日

から開始する。

一.名称

本学会は「日本育療学会」と称する。

二.目的

本学会は、家族、教育、医療及び福祉等

の関係者の一体的な対応によって、心身

の健康に問題をもつ子供の望ましい入間

形成を図るための研究を推進し、その成

果を普及する。

三.事業

本学会の目的を達成するために次の事業

を行う。

(一）研究の推進

1． 学術研究及び実践的研究

2． 心身の健康に問題をもつ子供に関す

る家族、教育、医療及び福祉等の歴史

に関する研究

(二）研究・研修会の開催

l. 研究会

2． 研修会

3． 海外研修会

(三）学会誌等の刊行

1． 学会誌

2． その他必要な資料

(四）瀞艮・資料の収集・活用

(五）顕彰の実施

(六）その他、本学会にとって必要な事項

四.組織

(一）会員

1．正会員は、本学会の趣旨に賛同し、

年会費を納入した者

2． 賛助会員は、本学会の趣旨に賛同し、

賛助会費を納入した個人又は団体

(二）役員等

1．会長 1名

2． 副会長 若干名

3． 理事 若干名

4， 監事 3名



－序にかえて－
日本育療学会の解散に当たって

日本育療学会会長 加藤安雄

このような成功を収め得たのは、第1に、

経験豊かな理事各位並びに事務局職員による、

子供のニーズ第一に、現場の切実な課題を次

々と充たしてきたからと考えます。第2には、

参加される方々の熱意であり、参加者から多

くの重要な資料の提供があったからと考えま

す。第3には、旅費にも満たない謝金にも拘

わらず、真筆にご指導下さった多くの講師や

課題を提供してくださった方々によって、多

大の成果を挙げさせて戴いたものと考えてお

ります。ここに深く感謝申し上げます。

前号の経過報告にありましたが、この学会

の継続を模索して、種々の協議を行いました。

最後まで解散反対の方もおられました。

解散の大きな理由は、第1に役員の若返り

です。役員の中には古稀を超えられ、健康上

の理由から交替の意思表示もありました。し

かし、代わりの方を探せませんでした。第2

に事務所の問題がありました。本会は、会員

の負担軽減のため、事務局を個人の自宅に置

かせて貰いました。しかし、印刷物等も増え

対処できなくなってしまいました。当分は今

よりやや広い所を借りることにしていますが、

いつまでもというわけにはいきません。第3

には、事業充実のためには、資力を充分に確

保する必要があります。資力の根元の会員数

はどうやら確保できるのですが、会費が極め

て安い上に、異動が激しく、新会員の確保に

翻弄され、安定した財源確保が困難でした。

このようなことから、今回は解散という道

を選択し、暫時の時間を頂戴して、新しい発

想のもと、陣容、組織、事業の蒔き直しで、

充実した学会の再出発をと考えております。

約10年間のご協力に対し、心から感謝申

し上げ、次なる活動の再開を期待して、今回

の解散のご挨拶とさせていただきます。

前号の「育療」第29号において「日本育

療学会の今後について」の稿で、当学会の発

足から今日に至る10年の活動の概要を述べ

べてまいりました。

ここでは、発足に至るまでの経緯を改めて

振り返ってみます。昭和54年の養護学校義

務制施行当時、学校教育における smcial

educatimの分野において、全国的な学会を

持っていないのは「病弱教育」だけでした。

昭和60年頃、病弱教育に真剣に取り組ん

でいる方々、及びこの教育の充実を強く望ん

でいる方々と話し合いましたところ、異口同

音に、その必要性は病弱教育にこそ最も強く

求められていることが確認されました。

緊急課題を示しますと、就学機関を始め、

病種や病状による在学期間、転学時期の問題、

医師・看護師・保護者等の連携、訪問・巡回

・固定学級等の教育の場、病状毎の学習時間

の確保、軽症から生命にかかわる最重障児の

教育方法等、数多くの、しかも他のspecial

educati皿では見られない、今直ちに解決が

迫られている病弱児独自のものばかりです。

そこで学会設立を前提に発起人会として、

東大教授の船川幡夫先生、元東京都立成東児

童保健院院長・石橋小児科病院院長の石橋祝

先生、元埼玉県立養護学校長・全国病弱虚弱

教育研究連盟理事長井戸川眞則先生及び筆

者の四人が選出され、対策を講じました。

その結果、創設大会を平成6年5月29日

「ホテル・リッチ横浜」で開催し、保護者、

医療関係者及び教育関係者等76名の参加を

得て、以後の活動を確認しました。

本会の事業は、学会誌としての「育療」の

刊行、学術集会並びに研究・研修会でした。

そのいずれも力戦が国最高の専門家による

ものであり、極めて高く評価されてきました。
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日本育療学会事業報告 (概要）

◎日本育療学会発会式 平成6年5月29日（日） 12時

、会場横浜ホテルリッチ ・参加者 76名

◎平成7年度

○第1回学術集会並びに研究・研修会

・日時平成7年5月14日（日） ・参加者193名

・会場横浜市健康福祉総合センター

《記念講演》 「優しさを科学する」 国立小児病院院長小林

くシンポジュウム＞教育、医療、看護、福祉、家族からの提言

。 「育療」 創刊号刊行平成7(1995)年5月

《特集》 心身の健康に問題をもつ子どもの現状と課題

第2号刊行平成7(1995)年10月

《特集》 親の立場から教育・医療・看護・福祉に期待

第3号刊行平成8(1996)年3月

《特集》 教育実践を通して医療・家庭・福祉と連携

登

◎平成8年度

○第2回学術集会並びに研究・研修会

・日時平成8年7月22日（月）～24日（水） ・参加者166名、（152名､研修会04）

・会場横浜市教育会館、横浜市健康福祉総合センター

《記念講演》 「こころと治癒力」 田園都市厚生病院院長春山茂雄

く分科会＞ 第1分科会（不登校） 第2分科会（筋ジストロフィ－）

． 「育療」 第4号刊行平成8(1996)年7月

〈特集》 医療の進歩に伴う家庭・学校での生活の変化と生活上の留意事項

・ 第5号刊行平成8(1996)年12月

《特集》 ・学校に行けない子どもの現状と課題

・筋ジストロフィ－児の生活の充実に向けて

第6号刊行平成9(1997)年3月

《特集》 ・心身に障害があって学校に行けない子どもの具体的な要因と対応

・学校に行けない子を持つ親の体験

◎平成9年度

○第3回学術集会並びに研究・研修会

・日時平成10年2月27日（金）～28日（土） ・参加者161名
・会場神奈川県社会福祉会館

《記念講演》 「新『福子（ふくこ） 』の伝承を求めて」

九州芸術工科大学教授 波平恵美子

く分科会＞ 第1分科会（気管支喘息） 第2分科会（小児がん）

． 「育療」 第7号刊行平成9(1997)年6月

《特集》 21世紀を目指した病弱教育の課題と展望
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第8号刊行平成9(1997)年9月

《特集》 心身の健康に問題を持つ子どもへの福祉援助

第9号刊行平成9(1997)年12月

〈特集》 病弱児の看護

第10号刊行平成10(1998)年2月

《特集》 家族

◎平成10年度

○第4回学術集会並びに研究・研修会

・日時平成11年2月27日（土）～28日（日） ・参加者125名

・会場神奈川県社会福祉会館

《記念講演》 「免疫と長生き」 順天堂大学医学部教授奥村康

く分科会＞ 第1分科会 （小児腎臓病） 第2分科会 （自閉症）

。 「育療」 第11号刊行平成10(1998)年5月

〈特集》 闘病の跡と指導の実践報告

第12号刊行平成10(1998)年8月

〈特集》 小児がん・アレルギー性疾患

第13号刊行平成10(1998)年11月

《特集》 医療と教育実践

第14号刊行平成11(1999)年3月

《特集》 医療と教育実践（その二）

平成1 1年度

○第5回学術集会並びに研究・研修会

・日時平成11年11月13日（土）～14日（日） ・参加者203名

・会場京都市生涯学習総合センター（山科アスニー）

〈記念講演》 「子どもの心のゆがみと心理療法」

浜松医科大学名誉教授大原健士郎

く分科会＞ 第1分科会 （不登校） 第2分科会 （重症心身障害）

． 「育療」 第15号刊行平成11(1999)年6月

《特集》 自閉症

第16号刊行平成11(1999)年9月

《特集》 教育・医療・保護者の連携

第17号刊行平成12(2000)年1月

《特集》 第5回学術集会．研究・研修会（その1〉

◎平成12年度

○第6回学術集会並びに研究・研修会

・日時平成12年11月11日（土）～12日（日） ・参加者78名

・会場横浜市健康福祉総合センター

《記念講演》 「子どもの心身の健やかな成長のために」

千葉大学名誉教授日本育療学会副会長吉武香f香代子
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<分科会＞ 第1分科会（被虐待、被いじめ） 第2分科会（小児の生活習慣病）

｢育療」 第18号刊行平成12(2000)年4月

《特集》 第5回学術集会．研究・研修会(その2）不登校

第19号刊行平成12(2000)年8月

〈特集》 重度心身障害

第20号刊行平成12(2000）年11月

《特集》 調査研究と実践報告

第21号刊行平成13(2001)年3月

《特集》 被虐待児

年度 ○学術集会．研究・研修会

第22号刊行平成13(2001)年7月

《特集》 被虐待・被いじめ

第23号刊行平成13(2001)年11月

《特集》 院内学級の教育

第24号刊行平成14(2002)年3月

〈特集》 病気の子どもの「教育」に期待

実施せず◎平成13

． 「育療」

◎平成14年度

○第7回日本育療学会研修会「子どもの心身の健康問題を考える」

・日時平成14年8月19日（月）～20日（火） ・参加者176名

・会場国立オリンピック記念青少年総合センター

《記念講演》①「優しさを科学する」

元国立小児病院院長・東京大学名誉教授小林登

②「子どもの心を支援する」

東海大学文学部心理社会学科教授 近藤卓

く分科会＞ 第1分科会 （不登校） 第2分科会（小児がん）

. 「育療」 第25号刊行平成14(2002)年6月

〈特集》 病児の教育への期待と提言

第26号刊行平成14(2002)年9月

《特集》 研修会講演・研究報告（その1）

第27号刊行平成15(2003)年3月

《特集》 第7回研修会講演（その2）

年度

第28号刊行平成15(2003)年6月

《特集》 病気の重い子どもの教育・医療的ケア

第29号刊行平成15(2003)年10月

《特集》 QOLを高める看護活動と課題

第30号刊行平成16(2004)年3月

《特集》 これからの病弱教育の視点

◎平成15

． 「育療」
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今後の特別支援教育と病弱教育《特集》

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

特殊教育調査官島治伸

はじめに

平成13年1月に、21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協力者会議から、 「21世

紀の特殊教育の在り方について～一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方について

～（最終報告）」が出され、平成15年3月にはその基本理念を踏襲して、 「今後の特別支

援教育の在り方について（最終報告）」が、特別支援教育の在り方に関する調査研究協力

者会議より出された。

文部科学省では現行の学習指導要領で、 「家庭、児童福祉施設、医療機関等との連携を

密に」することや、 「地域における特殊教育に関する相談のセンターとしての役割を果た

すよう努める」ことなどを示していたが、各研究協力者会議からのこれらの報告書によっ

て、障害のある子どもたちの教育システムの、より具体的で総合的な支援体制に向けた取

り組みに契機を得たといえる。そのため平成15年度の大部分は、特別支援教育に関する

概要説明や体制整備の事前準備指導、また関係機関や関係者からの意見聴取などを経て、

原稿執筆時点では、中央教育審議会の初等中等教育分科会において、特別支援教育特別委
員会の設置が了承され、法制上の整備も含めた具体的な審議に入ろうとしている。

特別支援教育の枠組みを概して言えば、障害の程度等に応じて特別の場で行う「特殊教

育」から、障害のある子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行

う体制への転換である。障害のある子どもを一生涯にわたって支援する観点から、一人一

人のニーズを把握して、関係者や関係機関の連携による適切な教育的支援を効果的に行う

ために「個別の教育支援計画」を策定したり、教育的支援を行う人や関連機関を連絡調整

するキーパーソンとしての「特別支援教育コーディネーター」、また、それらを支援する

体制作りとして「広域特別支援連携協議会」の設置などが考えられている。

それにともなって、盲学校・聾学校・養護学校の在り方として、地域における小・中学

校等に対する支援をこれまで以上に重視することが提言され、障害種にとらわれない学校

設置（つまり、地域の子どもの障害の実態に応じた学校設置）を可能とすることも提起さ

れている。また一方で、小・中学校の特殊学級や通級指導教室の在り方についても、障害

のある子どもたちの実態に即した形態が求められている。これらは、子どもたちの障害の

重度・重複化や多様化を踏まえたものである。

本稿では、こういった特別支援教育の大まかな概要について、最終報告に基づいて述べ

ると共に、今後の病弱教育の在り方についての解説をすることとする。なお前述したよう

に、本稿執筆時点で特別支援教育の具体的な展開については、中央教育審議会で審議をす

ることは決定しているものの、まだ法整備等についての具体的な方針が出されていないた

め、あくまで私的な意見であることを断っておく。 ．
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l 特別支援教育への背景

○教育施策の背景

我が国の公教育は全国一律の学校教育を基本とし、すべての国民に教育を受ける権利を

保障してきた。その流れの中で昭和54年度の養護学校義務制実施をもって、すべての子

どもたちの教育を受ける権利を制度的に完成させたといえる。

これは、その能力に応じた教育の提供という観点から、障害のある子どもたちには障害

に応じた専門的な教育を提供するという考え方であり、そのために必要な「場」と「専門

性の高い教員」を配置してきた。具体的には、盲学校・聾学校・養護学校・特殊学級とい

った、子どもたちの障害の種類や程度に応じて特別な専門的な場を整備し、それらの専門

的な教員を配置してきたという教育制度である。言い換えれば、特別の配慮のもとに手厚

くきめ細かい教育を効果的に行うというスタンスであり、そのための施設設備の充実や人

員配置等を進めてきたのである。通級指導教室の整備や病気療養児の教育的対応、あるい

は訪問教育の拡充などを経て、実態的な部分で特殊教育の制度的補完を行ってきたのも、

これらの考え方を反映したものである。

しかし、近年のノーマライゼーションの理念に基づく社会通念の進展や、地方分権・少

子高齢化などを念頭に置いた教育総体の改革をめぐる様々な動きなどもあり、それに加え

て、児童生徒の障害の重度・重複化や多様化をはじめとした、特殊教育をめぐる状況の変

化などもあり、システムそのものの見直しの必要性が指摘されるに至ったのである。この

ような中で、前述した「21世紀の特殊教育の在り方について（最終報告）」においては、

「これからの特殊教育は、障害のある児童生徒等の視点に立って一人一人のニーズを把握

し、必要な支援を行うという考えに基づいて対応を図る」という基本的な考えを示した。

具体的な内容として、障害のある子どもたちの自立と社会参加を社会全体として生涯に

わたって支援することや、教育・福祉・医療・労働等が一体となって、乳幼児期から学校

卒業後まで、障害のある子どもや保護者に対して相談・支援などを行う体制を整備するこ

となどが提言され、同時に、盲・聾・養護学校における教育の充実にプラスして、通常の

学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする子どもたちに、積極的に対応することも指

摘したのである。ここで、はじめてLD､ADHDなどの子どもたちへの具体的な対応の

必要性が明記され、就学指導の在り方や特殊教育の制度そのものの見直しについても言及

されたのであった。

これらの背景には、前述したような国による枠組みのもとでの教育行政施策の成果とし

て、障害のある子どもの教育の機会均等がほぼ完全に保障されたことや、施設設備や人員

配置などを含む教育水準の維持向上の成果がなされてきたという一定の評価がある。これ

については、いわゆる先進国と呼ばれる欧米諸国と比較しても、我が国の障害児に対する

教育が国際的にもトップクラスであると言う自負が含まれていると考えられる。

○社会福祉施策の背景
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一方ここ数年の間に障害福祉の分野では、国の政策として「社会福祉基礎構造改革」と

呼ばれる大きな動きがある。平成11年9月30日に、中央社会福祉審議会から出された

「社会福祉事業法等の改正について（答申）」において、 「本答申に沿って社会福祉基礎

構造改革を早急に実施するとともに、実施に際しては、情報提供、利用者の権利擁護など

利用者保護の仕組みの適切な実施に努めること、人材の養成を含むサービスの質の確保を

図ること、社会福祉法人の一層の活性化を図るため社会環境の変化に応じた運営の弾力化

を行うこと、多様な需要に応える多様な主体の参入の促進のための環境整備、地方公共団

体等の実施体制や財源確保に支障を生じないようにすること、等の諸点に十分留意するよ

う強く求めるものである。また、今後とも、社会福祉基礎構造改革や規制緩和・地方分権

の推進、介護保険の施行状況などを踏まえつつ、介護保険サービスを行う社会福祉事業や

養護老人ホームなどの今回法改正の対象とならなかった社会福祉事業の在り方、介護保険

制度の施行5年後を目途とした同制度全般の見直しの際に、障害者に対する介護サービス

の在り方について検討を加える必要があることを申し添える。」と示され、 「個人の権利

や選択を尊重した制度の確立、利用者支援の仕組みや適正な競争などを通じた質の高い福

祉サービスの拡充、地域での総合的な支援が行われる体制の構築を目指し、基礎構造の改

革、強化を図って行くことが必要である。」とする中間まとめなどで示された基本的な視

点が引き継がれた。

なかでも福祉サービスについては、 「措置から契約へ（利用者による選択の尊重）」、

「個人の自立支援（施設から居宅へ、入所から通所へ）」 「サービスの効率化（質の高い

サービスの提供）」、 「権利擁護の視点（利用者主体の考え）」などがを主軸として発想

され、それに基づいて総合的に施策が進められてきていると考えられる。

「成熟した社会においては、国民が自らの生活を自らの責任で営むことが基本となるが、

生活上の様々な問題が発生し、自らの努力だけでは自立した生活を維持できなくなる場合

がある。これからの社会福祉の目的は、従来のような限られた者の保護・救済にとどまら

ず、国民全体を対象として、このような問題が発生した場合に社会連帯の考え方に立った

支援を行い、個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で、障害の有無や年齢にか

かわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援することにある。社会福

祉の基礎となるのは、他人を思いやり、お互いを支え、助け合おうとする精神である。そ

の意味で、社会福祉を作り上げ、支えていくのは全ての国民であるということができる｡」

とし、 「このような理念に基づく社会福祉を実現するためには、国及び地方公共団体に社

会福祉を増進する責務があることを前提」としつつ、対等な関係の確立や地域での総合的

な支援や質と効率化の向上などを、改革の理念としたのであった。

そして、個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立、質の高い福祉サービ

スの拡充、地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実を、具体的な改革の方

向として、社会福祉事業法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、民生委

員法、生活保護法などが改正された経緯がある。

同様に、就労支援体制や医療制度改革関連施策の流れも、障害のある人々の地域での生

活あるいは彼らに対する地域生活支援、また、利用者の主体的選択や質の高いサービス．
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情報の開示などが共通したキーワードとして変わりつつあるが、今回は紙面の都合から省

くこととする。

ll 特別支援教育とは何か

○ 「場の保障」から「ニーズ対応」へ

「今後の特別支援教育の在り方について」の最終報告では、 「21世紀の特殊教育の在

り方について（最終報告）」における基本的な考え方を継承し、より具体的に障害のある

子どもへの教育の在り方を提起した。ここでは、今までに特殊教育で培われてきた教育技

術や教育方法などの、教育的資源や教育水準を踏まえた上での話であり、日本社会が成熟

した民主社会であることを前提としている。

特別支援教育に一貫して流れる思想は、障害のある子どもたち一人一人の教育的ニーズ

に応じて適切な教育的支援を行うということであり、従来の特殊教育の対象の障害だけで

なく、LDやADHDや高機能自閉症を含めて特別な支援を必要とする障害のあるすべて

の子どもたちの自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育的ニーズを充分に把握した

上で、その持てる力を高めながら生活や学習上の困難を改善したり克服するために、適切

な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである。そのためには、多様なニーズに適切

に対応しなければならないし、学校のみならず障害のある子どもに関係する各機関の連携

が不可欠である。またそれに伴って、それらをコーディネートする人材や体制が必要にな

り、それらをバックアップするための専門性の高い教育的支援体制が必要であるとしてい

る。これらのことから、質の高い教育支援を支えるネットワークである「広域特別支援連

携協議会」や、教育的支援を行う人や機関を連絡調整するキーパーソンとしての「特別支

援教育コーディネーター」や、多様なニーズに各機関が適切に対応する仕組みとしての

「個別の教育支援計画」などが提起されたのである。

○特別支援教育を支える仕組み

「広域特別支援連携協議会」は、障害のある子どもたちを地域や学校で総合的に支援す

るため設置されるものであり、地域における総合的な教育的支援のために有効な教育・福

祉・医療・労働等の関係機関の連携協力を確保するための仕組みである。したがって、都

道府県行政レベルで部局横断型の組織を設け、各地域の連携協力体制を支援することなど

が考えられている。また、各都道府県の実態に応じた支援地域を設定して、地域の総合的

な教育的支援体制を構築することとされており、まさに障害のある子どもたちを中心とし

た専門機関の連携協力のためのネットワークである。これらを背景として、地域の特殊教

育のセンターとしての特別支援学校（仮称：後述）の地域支援体制が組まれ、小学校や中

学校においても障害のある子どもたち一人一人に必要な特別な教育的支援を、特別支援教

室（仮称：後述）で弾力的に行えるように考えられている。
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このようなシステム作りをした場合に、障害のある子どもたちに関わる福祉・医療・労

働等の関係機関や関係者、または、学校内や保護者との実質的な連絡調整の役割を担う人

が必要となってくる。つまり、障害のある子どもたちのために教育的支援を行う機関や、

人々との間の連携と協力を直接担う重要な人である。そこで、この役割を持つ人を「特別

支援教育コーディネーター」として各学校に配置し、それぞれの地域の実態に応じた機能

や役割をゆだねることとしている。特に必要な資格要件などは決められていないが、いわ

ゆるカウンセリングマインドを有する者や、発達や障害全般に関する知識を持つ者で、コ

ーディネート能力のあるものなどが適任であろうと考えられている。

このような、地域社会や学校が総合的・全体的に障害のある子どもたちを支えていくシ

ステムでは、個々の障害のある子どもたちの一貫した支援のためには、それらに共通した

支援計画が必要になってくることは容易に推察される。障害のある子どもたちに、乳幼児

期から学校卒業後まで一生涯にわたっていろいろな機関や様々なサービスを提供する人た

ちが関わるために、総合的・全体的に一体となって支援を行うためのツールが必要である

からだ。障害のある子どもたちの一人一人のニーズを正確に把握し、適切に対応していく

という考えの下で、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な

支援を行うために、教育・福祉・医療・労働等の様々な側面からの取り組みが必要であり、

関係機関や関係部局の密接な連携協力のもとに、共通理解のツールとして作成される必要

があると考えられるのである。そこで、 「個別の教育支援計画」と呼ばれるものが想定さ

れている。この「個別の教育支援計画」は、障害者基本計画にある「個別の支援計画」と

同じ概念である。

「個別の支援計画」は、障害者基本計画の分野別施策の基本的方向のなかで、一貫した

相談支援体制の整備として、 「障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な

役割分担の下に、一人一人のニーズに対応して適切な支援を行う計画（個別の支援計画）

を策定して効果的な支援を行う。」としている。また、社会的及び職業的自立の促進とし

ても、 「障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、教育・福祉・医療・労

働等の幅広い観点から適切な支援を行う個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人

一人のニーズに応じた支援体制を構築する。」としている。

障害のある人たちの生涯を通して考えて見た場合に、学齢期には「個別の支援計画」の

作成について学校が中心となることが多いと考えられる。したがって、障害のある子ども

のかかわる各機関との連携協力のもとに、学校(教育機関)が中心となって作る段階（おお

よそ就学の前後から卒業の前後くらいまでの時期）のものを、教育の視点から適切な対応

をすると言う目的に沿って、あえて「個別の教育支援計画」と呼んでいる。そういう意味

から、いわゆる「個別移行支援計画」についても、その考え方や作成の方法から考えて

「個別の教育支援計画」の中に含まれる概念として解釈した方が妥当だと考えていれる。

言い換えれば、障害のある子どもたち一人一人を中心とした関係各機関で作成する全体

としての「個別の支援計画」と言う概念があり、その中でも学校（教育機関）が中心とな

って関わる段階の部分を「個別の教育支援計画」と呼び、その中には、いわゆる「個別移

行支援計画」も含まれるという捉え方である。したがって、たとえば障害児（者）地域療
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育等支援事業における支援計画や、小児特定疾患の在宅支援計画などがすでに作成されて

いる場合には、改めて学校や教育委員会が作り直すというようなものではなく、障害のあ

る子どもたちの一人一人のニーズを正確に把握し適切に対応していくために、それらを関

係各機関の連携協力によってつないでいこうという考えである。

○学校の在り方と専門性の確保

一方で特別支援教育の体制を推進する上で、学校の在り方も検討の必要が指摘されてい

る。地域社会や学校全体でLD､ADHD等を含めすべての障害のある子どもについて、

全体的・総合的な対応をはかることを前提とした場合に、通常の学級にいる特別な支援を

必要とする子どもたちへの対応とともに、盲・聾・養護学校に在籍する児童生徒の障害の

重度・重複化や多様化も踏まえた学校制度が必要になるからである。

そこで、盲・聾・養護学校と言う枠組みに縛られずに、地域の実態に応じて障害種にと

らわれない学校設置を可能な制度にするとともに、その地域における小・中学校等に対す

る教育上の支援（教員、保護者に対する相談支援など）をこれまで以上に重視して、地域

の特別支援教育のセンター的役割を担う性格を持つ「特別支援学校（仮称）」への転換を

図るための制度的検討をすることを提言している。

また、小・中学校における特殊学級や通級による指導の制度も固定的に考えるのではな

く、通常の学級に在籍した上でそれぞれの子どもにとって必要な時間のみ特別の指導を受

けることを可能とする「特別支援教室（仮称）」の制度に、一本化するための具体的な検

討が必要であるとしたのである。

これらの特別支援教育体制には、教育的専門性の高い学校や教員が不可欠なことはいう

までもなく、国レベルでは国立特殊教育総合研究所や研究実績の豊富な大学等が密接に連

携協力することによって、特別支援教育体制を支える専門性の強化が図れるように働きか

けることになっている。また、自治体においても計画的な教員研修や研究協議会等の開催

を通じて専門性の高い総合的な特別支援教育体制の構築を図ることが重要であると考えら

れている。

Ⅲ病弱養護学校の在り方と病弱教育

○病弱養護学校の今後

今まで見てきた特別支援教育を、今後の病弱養護学校に求められてくるものと言う視点

から整理してみるとどうなるのだろうか。

まず、現在の教育対象である病気の子どもたちの専門的な教育機関であることが基本と

なることは間違いない。そしてその上で、地域の障害のある子どもたちを支援できる機関

である必要性が問われることになる。しかしこれは、現行の学習指導要領で示されている

「各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特殊教育に関する相談のセ
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ンターとしての役割を果たす」ことの延長上にあると考えられるので、そう大きな変化で

あるとは考えられない。ただ、多くの病弱養護学校が病院に併設もしくは隣接しているこ

とから、学校の設置された地域社会とのつながりがそう強くないところもある点が、課題

として指摘されている。

しかし一方で、病院や医療センター等に併設もしくは隣接している病弱養護学校の多く

が、入院患児対象のみでなく通学も認めていることや、近年の小児医療の主流である生活

を基盤とした治療方針などとも相俟って、入院期間の短縮や通院治療への移行などから、

地域社会や元籍校とのつながりを必要とする場面も増えてきていると言う事実もある。あ

るいは、小児科の診療内容の広がりもあって、ADHDやアスペルガー症候群などと言っ

た軽度発達障害の子どもたちが病弱養護学校に在籍したり、不登校経験を持つ子どもたち

や心身症等の子どもたちが病弱養護学校に在籍することも増加しており、それに伴って、

彼らの教育に関する専門性を高めるための様々な研修会に参加する病弱養護学校の教職員

が増えてきていると言う報告もある。また重ねて、都道府県教育委員会レベルで教育相談

事業やセンター機能事業などを行っているところもあり、それらの枠組みのなかで巡回教

育相談や地域支援活動を行っている学校も増えてきている。

こういったことから、病弱養護学校の持つ特性を生かしながら多岐にわたる対応が可能

な「特別支援学校」として、都道府県や地域の実態に沿った脱皮の可能性があると考えら

れる。

○説明責任（根拠に基づく病弱養護学校）

振り返って、利用主体である病気の子ども（障害のある子ども）や保護者たちの視点か

ら、今後の病弱養護学校に求められるものが何かを考えてみると、地域医療や地域福祉と

いったものと同列の観点からの評価を受けることになる。つまり、障害福祉施策や障害者

就労支援施策、あるいは医療制度改革関連施策などと同じように、障害のある人々の地域

社会での生活や彼らに対する地域生活支援など、また、利用者の主体的選択や質の高いサ

ービス・情報の開示などをベースとした視点から、養護学校への期待や評価がされる可能

性が大きくなると言うことである。もっとも、学校選択の自由は法的に認められていない

が、利用者からすればこれらの視点でもって専門機関としてのサービス提供を求めようと

するのは当然の成り行きかも知れない。言い換えれば、地域の病気や障害のある子どもの

教育に対する重要な資源として、社会的な評価を受ける対象となるわけである。したがっ

て、ここで求められるものは専門機関や専門家としての働きでありその専門性の高さ（質

の高いサービス）であると言うことができる。

ところで、養護学校における専門性とは何かと考えた場合に、相互に密接な関係をしな

がらではあるが、 「学校としての専門性」と「教職員としての専門性」として考えなけれ

ばならない。学校としての専門性については、設置主体者や管理職がその責任を負うとこ

ろが大きいが、地域の障害のある子どもの専門的教育機関としての位置付けと、障害のあ

る子どもたちのセンター的な機能を有する機関としての在り方が問われてくる。病弱養護
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学校の場合は、特にその存在意義についても考えていく必要がある。先にも述べたように、

病院や医療センターなどに併設・隣接の養護学校であるメリットと、そのデメリットをも
よく考慮した上で、専門的な教育機関としての位置づけをきちんとわかるように説明して

いく必要があるのだ。また、機関を構成する教職員の専門性の維持向上についても配慮す
る必要がある。

一方で多くの方面から、教職員それぞれの専門性について、障害特性や病気の特徴など

に応じた教科・領域等の適切な指導力はもちろんのこと、障害や病気に対する正しい知識

と情報収集能力に加えて、豊かな人間性や柔軟な思考態度などが重要であると指摘されて

いる。もう少し具体的に言えば、通常の小学校や中学校の教育で通じる指導力は最低限持

っていることを前提として、それぞれの子どもの疾患や障害などに関する正しい情報を持

つことであり、併せて専門的知識についての正しい情報源を持つことである。教員である

以上、子どもたちにあわせた教育課程の編成やそれに基づく教育実践の力は、必ず持って
いるはずであるので、各教科領域等における指導技術などに代表される「職業人としての

知識や技能」とともに、障害のある子どもや病気の子どもたちに真蟄な姿勢で関われる人

間性、子どもの視点に立って考えられる思考の柔軟さや感性などが要求されるのである。
ここでも、教育の専門職としての自覚と責任をベースとして、地域社会や第三者に対して、

教育としてそれぞれ教職員自らが説明責任を果たすことが求められる。

「病弱教育としての説明責任」とは、病弱教育の専門家や専門機関として高度な専門的

な知識や技術を持ち、それに裏付けられた教育実践のプロセスや結果の説明である。それ

ぞれの障害や病気の子どものニーズに応じた教科や領域での具体的な工夫であり、日々の

子どもたちの「生」を支えるものであらねばならない。

まとめ

「特別支援教育」は、特殊学級がなくなるとか盲・聾・養護学校の区分が無くなると言

った次元の問題ではない。あるいは、 「特別支援教育コーディネーター」を決めなければ

ならないことや、 「個別の教育支援計画」を作ったりしなければならないこと、と言うよ

うな個別の次元の問題でもない。

病気や障害のある子どもたちを主体として、病院や医療機関を含む地域社会や学校で総

合的・全体的に彼らを支援していこうという、総合的な教育体制の変革の話である。 「個

別の教育支援計画」は、その中で個々の子どもを支えていくための中心的な役割を持つツ

ールであり、 「特別支援教育コーディネーター」は、それぞれの子どもたちを取り巻く環

境の調整役である。したがって、それらは子どもたちを中心として考えなければならない

ものである。病弱養護学校だからできないことが多いと考えるのでなく、病弱養護学校

だからできることを考えていこうとする姿勢が大事であると言える。そのためには、今ま

でのような学校関係者からだけの視点ではなく、病気や障害のある子どもの生活全般から

の視点に置き換えて考える、という発想の転換が学校や教育機関に必要である。誤解を恐

れずに言うならば、病弱教育と病弱養護学校の関係すら考え直すときが来ているのかも知

れない。
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｢病気とは何か」 －患児・者の視点と教育の役割一備集》

宮城教育大学教育学部障害児教育講座

病虚弱教育研究室助教授村上由則

な概念の枠を設定することができる。

知的障害であれば、発達障害に起因する認

知的・行動的・情緒的側面への支援、運動障

害であれば、動作・運動獲得への支援といっ

たように、限定的にではあるが教育の関わる

べき障害特性が把握可能である。当然のこと

ながら、対象とする障害特性の明瞭性とアプ

ローチの容易・困難の問題は別ではあるが、

病弱教育は、その障害状況をくくる枠の設定

さえもできない。

l .はじめに

教育、特にも障害児教育の領域の中で、病

弱教育を捉えようとすると、他の領域と異な

り、対象とする障害の特性とそれへのアプロ

ーチとの関連が明確ではないことに気づく。

たしかに、病弱教育の内容・方法に関しては、

教育現場での検討と実践が積み重ねられてお

り22）23） 、総じて十分な説得力をもって

いる。

しかしながら、さまざまな実践に根ざした

教育内容・方法を目の前にいる子どもに適用

しようとした瞬間、病気であるこの子どもに

とって、いま行おうとしている教育実践がど

のような意味をもつのかという疑問が涌いて

くる。これは、その子どもにとって「病気と

は何か」という問題と、病弱教育の技術的側

面としての内容・方法との間の関係が吟味さ

れていないことによる。

本稿では、病弱教育の対象者である子ども

たちにとって、病気がいかなるものであり、

教育はそれに対してどのような支援ができる

のかについて述べる。いわば、教育の観点か

らみた病気の本態に関する論考の試みである。

その上で､｢子どもにとっての病気の本態」を

把握する方法に関して検討を加える。なお、

ここでは”病弱教育の対象者を慢性疾患児に

限定して論を進める。

（2）病気はどのように人に認識されるのか

病弱教育の対象となる障害特性の枠を設定

することがむずかしい理由は、大きく分けて

次の3点によると考えられる。

一つは、 「病気」という身体的現象は、あ

まりにも多くの種類を持っていることによる。

したがって、個々の病気の種類に応じた教育

の内容・方法の選択は不可能である。

二つ目は、病気の状態像の変化が激しく、

同じ子どもであってもその時々で、まったく

異なった対応が必要であることによる。障害

児教育の対象である子どもたちの障害は、短

期間では大きく変化しないことを前提として

いるが、病気はその状態像が短期的に変化す

るものがほとんどである。

三つ目として、 「病気」を認識する主体側

の問題である。多くの場合、 「病弱児」と相

対した大人は、 「病弱」とは単に身体的現象

と･しての病気が、子どもの人格の外側に付随

している状況とは言い難いことに気づく。病

気が、その子どもの生活・行動の中に組み込

まれ、その意識の世界に侵入していることを

感じ取る。

ll .障害の特性からみた病弱教育

（1）障害児教育の中の病弱教育の特性

知的障害、運動障害、視覚障害、聴覚障害

を対象とする各障害児教育諸学校に在籍する

子どもたちの障害特性は、ひとりひとりの違

いを前提にしつつも、障害特性に関する大き
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Ⅲ、病気になるということ

（1）病気、そして病人とはなにか

人にとつ･て、病気になるとはどの様な意味

を持つのであろうか。立川19）は「いのち

の文化史」の中で「病い」と「疾病」を区分

し、 「疾病」が医療的概念であるのに対し、

「病い」とは文化的概念であるとしている。

身体的な変調を抱え込んでしまった病人は、

医療者あるいは病院と関係を持つことで「患

者」へと換わると指摘している。

このように、ひとりの人間が、病人から患

者へと転換するのは、 「病気は診るが病人を

見ない」ことにより発達したバイオメディス

ン（生体医学）の当然の帰結である。しかし

ながら､一方、医学の実践としての医療の場

面においては、病気は個体の中の変異をもた

らすものであるにとどまらず、人体の外に及

ぼす影響を無視することはできないことは、

波平16）の指摘するところである。

実践としての病弱教育は医療実践と同様に、

あるいはそれ以上に身体外に及ぶ病気の影響

を把握し対処すべきものであることが想定で

きる。

病気の子どもに関わる大人側の印象が、あ

る程度共通した要素を含んでいながら、なぜ

一定の枠でくくることができないのであろう

か。波平16)は「いのちの文化人類学」の

中で、 「病気」のもつ「共感性」が、病気を

論じたり記述したりすることを困難にしてい

ると指摘している。つまり、病気は誰でもが

知っており理解できるものであり、病気のも

たらす不安や苦痛、身体が異常な状態にある

違和感などを共有することができることが、

逆に病気のすがたを分かりにくくしていると

述べている。

（3）病弱教育の起点

教育活動の起点は子どもの実態にあること

は誰でもが認めるところである。ところ力覗

実には、実践の始まりとしての実態把握の主

体は、大人側である。いわば、波平の指摘す

る「分かり難さ」の上にたって、実態把握が

なされていることになる。大人側に形成され

る印象が、病気のもつ共感性のゆえにさまざ

まで、不明確である。そのため、教育活動の

内容が、整理されず雑多なものとなることは

当然の帰結である。 「分かっている」がゆえ

に「分かり難い」、パラドックスともいえる

状況のなかで、病弱教育の日々の実践は展開

されることになる。

このような状態を子どもの視点から眺める

と、暖昧な形で教師の中に形成された印象に

基づいた実態把握と、それを出発点とする教

育活動は、十分に吟味されないままに一方的

に展開する活動となることを否定できない。

もしも教師が、病気の子どもを中心とした

教育のあり様を模索しようとするならば、子

どもの側からみた困難の起点である、その子

どもにとっての「病気の本態」を探る試みを、

その子どもの状態に応じた方法を選択して行

わなければならない。

（2）病気はどのように把握されるのか

子どもの生活・行動の中に組み込まれ、そ

の意識の世界に侵入していると感じられつつ

も、その実体の分かり難い病気をどのように

把握すればよいのであろうか。

病気のもつ「共感性」により患者から周囲

に波及する不安や苦痛などは、病気の子ども

たちに愛情深くかかわる教師の意識を逆に強

く拘束する可能性をもつ。いわば、子どもと

深く強くかわればかかわるほど、不安や苦し

みを包含した「病い」ではなく、不安・苦し

みの原因である旧疾病」が子どもの姿の前面

にたち現れるのである。

しかし、教育それ自体は病気の身体的側面

である「疾病」に対処する能力を持たない。
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「病人」である対象児に、病気と生活・行動

の阻害状況との関係を認識させると共に、そ

の関係の中に自らが入り込んでいること、あ

るいは入り込めることを正しく伝えることが

重要なテーマである8）9）。断わるまでも

なく、これは子どもに病名を伝えることとは

まったく違う問題である。

教育がかかわることができるのは、立川19)

のいう「病人」であり、 「病い」であること

は明かである。生活し行動する存在としての

病人であり、病気により生活や行動に支障や

困難が発生してる病人であるといえよう。

ところが、病人という存在に対して、教育

の側からのアプローチしようとした場合でも、

別の困難が予想される。それは、現在の医療

システムの中において、病人自らも「患者」

としての意識が強く、病気を抱えながらも生

活し行動する存在としての「病人」であるこ

とを認識すること力灘しいのである。ルネ・

デュポス2）が指摘するように、病気の生物

学的側面のコントロールを医療にのみ依存し

てしまい、生活や行動と病気との関連を病人

自らが認識しようとしない現状がある。さら

には、スーザン・ソンダク18)の言う、病

気のスティグマを病人自身が自らに貼付け、

生活や行動が病気の身体的側面に支配される

状況力溶易に発生する。

（4）病気による生活や行動上の困難

ところで大人の患者でも難しい自らの「病

い」の部分の認識を、病気の子どもたちはど

のように感じ取り、理解しているのであろう

か。この問題を検討するために、小児慢性疾

患の看護にかかわる雑誌から、過去7年間に

掲載された看護事例に基づき構成したデータ

ベースを試行的に分析した。その結果、全て

の事例で病気の症状や治療によるさまざまな

生活上の規制により、苦しい経験を強いられ

ていることが分かった。

その上で内容を検討すると、例えば、88

事例中19の事例で、病気や治療にともなう

容貌・容姿の変化、ボディーイメージの変化

により外出や友達の見舞いを拒否する傾向が

あることが見いだされている。また、学校生

活や学習進度などを心配しているのは、88

事例中同じく19事例であった。

このように、子どもたちにおいても、病気

そのものは当然としても、容貌・容姿、学習

の遅れなど、いわば一般社会という環境の中

での生活や、対社会的・対人的関係の中で発

生する問題に心を痛め、不安や困難を感じ取

っているのである。

筆者が行っている検討でも、慢性疾患児・

者の病状変動が、その生活・行動やおかれた

環境の間の相互作用により影響を受けている

ことが分かっている。例えば、血液疾患の一

つで、出血の繰り返しにより身体障害が進行

する血友病患者の事例では、路面の状況判断

やアクセスポイントにおけるのエスカレータ

ーやエレベーターの配置の認識などが出血の

（3）病人の気づきを促す

これまで述べてきたように、病気を持った

人たちは、医療の対象としての「患者」の側

面が自他共にクローズアップされる傾向にあ

る。しかし、ロバートマーフィー4）が自ら

の病気・障害体験に基づいて述べるように、

患者は自らの生活や行動と病気との関係にか

かわる主観的現実、患者は病状やそこからく

る感情、さらには病状の変化を引き起こす要

因など、自分の状態についての意識をもって

いるのである。

つまり、 「疾患」を持つことで、ひとりの

人として可能な生活や行動が抑制される傾向

の中にいるとともに、病状の変化に影響を与

える生活・行動や環境条件を多面的に眺める

ことができる「病人」として明らかに存在し

ている。

教育の大きな機能が、認識と行動の獲得へ

の支援であるならば、病弱教育の場合には、
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定されている。一方、その病状に対して、患

者の生活・行動が強い影響を及ぼすことも確

認されている8）。すなわち、生活・行動の

状況と病状は、相互に影響するのである。患

者本人の中に病気があり、しかもその患者が

生活・行動の主体であれば自明のことである。

腎臓疾患で血液透析を受けている患者の事

例13)を検討すると、社会生活は病状の管

理を妨害する面と、逆に管理を促進する面と

があることが示唆される。病気を抱えながら

も社会生活を営むことは、社会的・経済的存

在として認知される側面と共に、管理を支持

する機能を有しているのである。事例Aさん

によると、 「仕事や予定の入っている日など

は一定のリズムをもって生活がおくれ、病気

の管理に必要な生活上の規制を破ることは必

然的に少ない。これに対して、生活パターン

が崩れたり、生活の中のストレスが強くなる

と、どうでもよいという気持ちになり病状の

管理がおろそかになる」とされている。Qo

Lの向上が病気のコントロールを促進してい

ることがみてとれる。病気のコントロールと

患者のQOLとは、分かち難く結び付いてい

るのである。

発生にかかわるとしている6）。

また、アレルギー性疾患では、周囲に対す

る気兼ねや仲間との交流を重視する結果、過

度な食事や喫煙、アレルギー反応を誘発する

ような食材を摂取することで、患者自身が前

もって予想した通りに体調の淵上を招いてい

る7）。

同じアレルギー性疾患である、食物アレル

ギーの幼児や小学生では、給食が重大な問題

となる。その内容は、使用されている食材に

関するものではなく、一緒に同じメニューを

食べる（共有する）ことで形成されるコミュ

ニティーから、疎外されているという感覚で

ある11)。

病気自体が身体的要因により淵上するとい

うことより、その人の生活環境や生活そのも

のの中に謝上の要因があり、健常者ならば問

題視などされることもない生活・行動が、も

ともとの疾病を劉上させるのである14)。

つまり、普通の生活を送る上では細心の注意

が必要であり、その範囲が身体的側面のみで

はなく対人関係・社会的な領域にまで、その

ような「注意が必要なこと」それ自体が、病

気への最大の影響である15)。

このように、患者の直面する困難は、病気

のもつ「病い」の側面に深く根ざしているこ

とが分かる。この「病い」の側面の中でも、

生活や行動上の問題と直接かかわる部分は、

生活の質(QOL)と呼ばれているものと対

応する。QOLとは、その個人がその人らし

く充実した生活を送ることができるための主

観的・環境的状況である。

そうであれば、病気を持つ人の困難とは、

病気の「病い」の側面によるQOLの低下と

言い換えることができよう。

（2）病弱教育の中心的課題としてのQOL

病弱教育の立場から「病気」について問い

続けてきた上野20）は、 「特殊教育では、

障害がもともと治療・治癒できず、そこから

障害を担いつつ、いかにその人のQOLを維

持・向上するかの取組みを実践してきた。こ

のことは医療に先導的な実践であることを忘

れることができない」と述べている。すなわ

ち、病気の子どもたちへの支援は、QOLの

向上が目的の中心となるのである。

ただし、病気であるという現実的なマイナ

ス面を穴埋めするためだけに、別の水準、も

しくは別の領域でのQOLの向上が重要なわ

けではない。上記のAさんの事例のように、

「充実し、いきいきと自分の生活を送る」こ

IV.QOLと病弱教育

（1）病気のコントロールとQOL

病気の人や子どもたちの日々の生活・行動

の状況は、当然のことながら、その病状に規
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とで、身体的状況へのポジティブなフィード

バックをもたらす機能をQOLがもっている

ことを忘れてはならない。

この意味において、病弱教育は、対象とな

る病気の子どもたちのQOLの向上という一

般的な支援の目標に向かうことで、身体的状

況の改善・維持に寄与する役割を担っている

のである。

これは大人側のみを責めるべき問題ではな

い。そこで語られるであろう内容を想像する

ことによって生ずる当然の帰結である。すな

わち、単に聞くことはできるが、その内容を

了解しようとすると、大人さえも打ちのめし

てしまうような困難に子どもたちが直面して

いることを思い知らさせたり、たとえ聞くこ

とができても、何ら対処することができない

内容であったりする。子どもたちを大切に思

う教師であればあるほど、聴き手として自ら

の心が傷つけるられる内容を含む可能性力塙

いのである。子どもが生きて感じ、思ってい

る「本当のこと」を聴くことを恐れているの

である。

V.困難を把握するためのナラティブな方法

子どもたちの抱える困難は、自らの病気に

規定されつつも、生活・行動の領域に広がる

ものである。病弱教育の中心課題であるQo

L向上をめざすためには、QOLを押し下げ

る要因、すなわち困難と感じられるものを明

らかにする必要がある。とは言うものの、各

個人の感じる困難の内容は、病気の種類や状

態と同じように、あるいは、生活環境やそれ

までの生育歴や経験が関与する点で、より複

雑で多様である。

（2）聴くことの意味を考える

糖尿病の事例9）を検討してみよう。入念

に配慮され構成された自立活動のカリキュラ

ムの中で展開された「調理実習」授業で、糖

尿病の子どもが人工甘味料を示して「これを

いっぱい（調理中のフルーツポンチに）入れ

たい！」と言う状況は、その心情を推察しつ

つも、それを許容できない場面である。その

後、一瞬の間をおいて、 「でも、我慢できる

ヨ！」という言葉が続く。この「一瞬の間」

は、意図的に教師がとった間ではなく、答え

に窮した結果の「間」であった。子どもは教

師に対処を求めたのではなく、自らの回答を

続けている。

この事例が示すように、子どもたちにとっ

て必要なナラティブ（語り）の相手とは、自

分の希望や困難を「語る」時に、余計なこと

は言わず、ただそばにいる存在と考えること

ができる。解釈によっては、ナラティブ（語

り）の本当の相手は子ども自身であり、大人

はそれを観て聴く存在であるとも言える。

しかしその何もできない存在がいるだけで、

聴くことが触媒」としてはじめて作用し、

子どもは自分らしく、困難を受けとめ、立ち

向かい、対処する道を探りだそうとしている

（1）ナラティブな方法

複雑で多様な生活環境や、経験世界を生き

る子どもの困難を把握するためには、子ども

それぞれがまったく違うということを前提と

して、かれらの語ることを「聴くこと」が、

第一選択である。根拠に基づく医療が叫ばれ

る医療の領域でもすでに、患者自らの｢世界」

を知り、ケアする臨床をめざして患者の語り

を聴くナラティブ・ベイスト・メディスンが

展開され始めている3）ことは、参考に値す

る。

コミュニケーションのみが、アプローチの

方法として許される教育の場において、基本

とも言うべきナラティブな方法を選択するの

は当然である。しかし病弱教育の中で、日常

の会話を越えた部分において、つまり子ども

たちの直面する困難について大人はナラティ

ブな方法を基本に据えて子どもを理解しよう

としないの力鯏犬である。
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ことは、長年にわたり矢吹21）が指摘してき－体となるのである。

た通りである。

（1）学校に行きたいとの希望をもつ事例

Ⅵ、ナラティブな方法と客観的情報のクロス 腎不全によりCAPD導入に至った事例B

ナラティブな方法を押し進めることで、病 さんを検討してみる。Bさんは、養護学校に

気の子どもたちの教育上の問題がすべて解決隣接する病院内でベッドサイド学習を継続し

されるわけではない。語られることと、子どていたが、校舎へ登校しクラスでの学習を強

もが直面している問題が、必ずしも整合性を く希望する"学生であった。しかし、クラス

もつとは言えない。そのような状況での困難での学習時間が延びると体調を崩し、ベッド

の把握には、外から見える内容を指標とする、サイド学習さえもままならない状況になって

いわゆる客観的情報を用いる必要がある。し しまうこともたびたびであった。クラスで学

かしここで重要な点は、子どもの語る事柄と 習したいという思いと、それを続ければ体調

客観的情報との関係である。 が崩れてしまうという状況の中で、Bさんも

子どもは、必ずしも自らの希望･要望が適学級担任も葛藤をかかえることになった。そ

切なものであると考えているわけではないこ こで、クラスにいる時間が長くなることと体

とは、前述の甘味料の事例から分かる。ここ 調との関係をそれまでの経過に基づいて図示

で重要なのは、希望・要望と適切であろうと (Figl)して、検討した。クラスへの滞在

思われる生活や行動とのギャップを子どもた時間が、午後にまたがると途端に体調の悪化

ちが理解しており、そのギャップを知っていが生じることが礁認された。その図を見てB

るがゆえに、仔どもは困難を感じている」 さんは、 「やっぱり」と言い、要望と体調と

ということを大人が了解することである。 の関係を理解した。

この了解とそれに基づいた対処は、ただ側 この事例は、図を見せられることで、現実

にいるだけの存在を越え、具体的な教育活動を直視させられたわけではなく、すでに自ら

を可能にする。聴くことと働きかけることがの意識の中にあった、 「もしかしてクラスに

午後も授集

4校時まで

3校時まで

2校時まで

1校時まで

欠席
－ ■■■■■■ ー ■■■■■

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 10日目

Fig.1登校の様子と身体状況

体調不良による欠席と回復後の登校の様子を示す。登校初日を起点として、

横軸には日数、縦軸にはクラスに在籍している校時を示す。4回の登校開始後、

4時間目までのクラス在籍の次の日には、体調を崩し欠席することが分かる。
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長時間いることで体調が崩れるかも知れない」

という思いを確認したのである。 「クラスに

行きたい」という思い、あるいは「語り」と

客観的情報としての「出席簿の記録」をクロ

スすることで、子どもも担任も共に事態を理

解し、葛藤から解き放された場面である。

た通りである。このような現実の中で、教育

は具体的にどのように展開されるべきなのだ

ろうか。

（1）活動枠の設定

病気の子どもたちにとって、学習活動は酷

な要求なのであろうか。

例えばベッドサイドで子どもたちに「体調

がよくなったならネ」 「治ったならネ」と話

すことは、いかなる意味をもつのであろう。

治ることもないか、あるいは治るためにはか

なりの期間が必要な子どもたちに、永遠に来

ない治癒や予想もできない先の改善の可能性

を突きつけるような言葉を教師は口にしてい

ないだろうか。

人にとって、やるべき事のない状況は強い

ストレス源である。病気というストレスと共

に、やるべき事すなわち目的、あるいは活動

枠を提示できないことは、最大のストレス源

と言うこともできる。

ベッドサイド学習を続ける子どもにとって

は、普通ならば嫌われるテストや宿題さえも

喜ばれる現実がある。これは、活動の枠組み

が設定されることを望んでいることを意味す

る。これを心理学的に解釈するならば、人の

行動は現前の刺激にのみ拘束されるわけでは

ない事を示す。今遂行している行動と、その

結果が時間的にはなれている場合でも、一定

の目的・枠組みに照らして、今の行動を動機

づける機能を心がもっている。それこそが人

間らしい行動であるとも言える。自己効力感、

内発的動機づけなどのシステムがこれに相当

するであろう8）。

したがって、病気と向き合わざるを得ない

ような状況であればあるほど、意図的に病気

とは距離をおいた活動の枠組や目的、楽しい

遊びを設定することが求められるのである。

（2）体調悪化と子どもそれぞれの反応

筆者は喘息児において、約2年半に渡り追

跡された客観的情報としてのピークフロー値

と、子どもたちの主観的症候との関係を分析

してきた5）10）。その研究の過程で見いださ

れた子どものたちの対人的反応を検討してみ

ると、対象児の6名のうち5名で、体調翻上

の際には測定や口頭報告の聞き取りを回避し

たい行動が観察された。残る1名では逆に悪

化の際には正常時と比較して、より積極的に

測定や聞き取りを要請する行動が観察された。

同様の事例は、血友病児を継続的に観察し

続けた研究8）の過程でも観察されている。

このことは、客観的状況としての体調卿上

が、必ずしも子ども全員で同じ対人的反応を

引き起こすわけではないことを示唆している。

語りもしくは客観的情報のいずれか一方のみ

では、子どもたちの必要としている対処を把

握すること力灘しいのである。

つまり、教育的な働き掛けを前提に子ども

たちを把握しようとする上では、群ではなく、

あくまでも一人一人の子どもの中で、思いあ

るいは儲り」と客観的情報のクロスも意味

をもつことを示している。主観としての語り

と客観的情報の両方をクロスさせてはじめて、

子どもたちの行動が理解できた場面である。

V.教育はいかにして病気にかかわるか

病弱教育の目標は、すでに述べたように対

象となる子どもたちのQOLの向上である。

また、このQOLは、対象となる子どもひと

りひとりで、まったく別々であるばかりでな

く、その表現も一様なものはないことも述べ

（2）基底還元論から目的・意味論への転換

活動枠を設定したとしても、「治ったなら」
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る具体的な教育内容・方法とは、すでに述べ

たように身体的現象としての疾病を取り扱う

のではなく、制限された中で可能な限り自分

らしく、現実的に対応できる内容を取り扱う

ことである。

例えば、食事制限のある子どもたちの関わ

りにおいては、 「食」の問題に触れないで済

まそうとせず、その子どもたちが食べること

ができるものでメニューを構成し、一定の制

限の中で、よりおいしく調理することを考え

る方向をめざすべきである。

困難をすり替えるのではなく、困難に対処

する幅を広げるための、情報・技術の提示と

子どもによる選択といった方略的恨晒を重視

した取り組みが求められる。

「これができたなら、次のステップへ」とい

ったステップを設定するのが一般的発想であ

る。ある能力や活動を習得させる上では当然

の考え方である。ステップ・パイ・ステップ

といわれるこの考え方は、基底還元論と言わ

れる。しかし、これは「治らない」 「改善し

難い」状況の子どもにとっては、無限の業に

等しい。

運動制限や病状のために、遠足の目的地の

山に歩いて登れなければ、治るまで待つこと

を求めたり、歩行訂I鰊や体力強化を図るより

も、特別な配慮の上で山の空気や風を体感で

きる状況を作ることであろう。

それにより、子どもは、 「あしたの遠足の

ために、今日の自己管理に積極的に向かう」

のである。治療や管理に意味を見いだすので

ある12)。

病気の人にとっては、治療や管理を積み上

げて生きるのではない。自分の人生を生きる

ために、治療や管理で身体という土台を修復、

あるいは築いているのである。

（5）心の中で何かが熟すこととソーシャル

サポート

これまで述べた、活動枠の設定を行いつつ、

基底還元論や代替活動論に陥らないような教

育内容の展開は、子どもたちにとって、いつ、

どのような行動変容を引き起こし、いかなる

成果を生み出すのか、また、はたしてこのよ

うな取り組みが、子どもたちのQOLの向上

につながるのであろうかといった疑問が残る。

子どもの行動を即時的に変容に導くことは、

期待できないものがほとんどであるからだ。

しかし子どもは一生の間、あるいは相当に

長い期間、病気による困難をかかえる。病弱

教育の大きな目的のひとつは、個人の主観的

状況としてのQOLの向上である。ここでは、

先行刺激一後続刺激、強化因と行動変容とい

った外からのコントロールによる即効的作用

を期待すること自体が誤りである。かかわる

大人と出会うかなり以前からすでにその病気

と向き合い、そしてこれからも逃げることも

できずに向き合わざるを得ない子どもに対し

て、即時的効果を求める指導論は無意味であ

ることを確認しなければならない。

大人は、子どもの困難いわばナラティブに

（4）すり替え活動論から方略選択論への

転換

病気の子どもと向き合うとき、子どもたち

に求められているさまざまな制限などに関し

て、あえて目をつぶって触れないまま、やり

過ごそうとする状況がある。例えば食事制限

のある子どもたちに対応するときには、食の

問題に触れず別の活動にすり替えるようなこ

とである。これをすり替え活動論と呼ぶ。

これはその場面においては、子どもも大人

も問題を直視することがなく、お互いに心が

傷つかずに済むかのように錯覚している結果

である。しかし、問題を直視しないで逃げる

のは大人だけであり、子どもにとっては、自

らの制限に関して教育的に配慮され得る場面

でできるであろう貴重な経験の機会を失うこ

とになる。

病弱教育がQOLの向上をめざして展開す
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ともに成熟し、

将来的に意識あ

Fig2時間経過の中での経験内容の「成熟」
るいは行動の変 経験が子どもの意識や行動を変容させるためには、時間の経過の中で繰り返
容に結び付く可 し反劉されるように経験内容が膨らみ成熟する必要がある。病弱教育のなかで
能性をもってい の取り組みは、長い時間経過の中での子ども自身による意味づけを経て、意識

や行動の変容に結びつくことも多い。それは、5年後、10年後かも知れない。し
る(Fig2)。 かし、経験の機会がなければ、変容はあり得ないのである。
それには、耳を

傾け、困難に立ち向かうために共同作業を行Ⅶ．おわりに－ソフトはハードを制御

った大人が、強力なソーシャルサポート・リ できるか？

ソースとして、存在していることが必要であ 本稿では、病気の子どもたちの生活や行動

る。 は、その身体状況により規定されるが、Qo

"ttersmlら17)は、ソーシャルサポート Lを向上させることで、身体状況が改善に向

を情緒的、情報的、実質的の3種に分類してかう可能性があることを指摘した。このQo

いる。この分類に基づくと、病気の子どもた Lの向上に重要な役割を果たすのが、病弱教

ちに教育立場からかかわる大人は、いずれの育の目的の一つとしたのである。

項目にも対応する幅広いリソースとなってい ｱﾝﾄﾉﾌｽｷ－l)は、その健康生成モデルの基

ると考えられる。ナラティプを聴くこと、側本概念である哨尾一貫感覚」が、健康－健

に居ることでの情緒的サポート、教育内容。 康破綻連続体上の個人の位置決定の要因であ

方法の検討と教育活動の展開の中での情報的 り、この「首尾一貫感覚」は、後天的なもの

及び実質的サポートのリソースである。 リソ であるとしている。この見解は、病弱教育が

－スとしての大人は、病気の子どもにとって、 QOLの向上を通じて、病気の子どもの健康

欠かすことのできない存在である。 状態にアプローチする可能性を検討する上で

ひとつ注しておかなければならないことは、示唆に富むものである。

これらのリソースとしての役割をひとりの個 病弱児の病気と生活・行動、そして心との

人が背負うことは困難であることである。複関係をコンピュータになぞらえるならば、Q

数の大人の間で、あるいは職種間での役割分OLというソフト機能の向上が、病気の身体

担が必要であることは、自明である。 という故障したハード機能を部分的にせよ改

良・保守することを想定したものである。現
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時点でのコンピュータにおいては至灘の技で

あるかも知れないが、人というシステムにお

いては可能である。問題は、このシステムの
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｢*錫I支援教育と院内学級」倦集》

愛知みずほ大学人間科学部

教授横田雅史

はじめに 1 院内学級の現状と課題

昨年3月末に「今後の特別支援教育の在り （1）我が国の病弱教育の場

方について」 （最終報告）が発出されてから 我が国の病弱教育は、病弱者（身体虚弱者

間もなく1年を経ようとしています。この間、を含む）を対象とする養護学校（養護学校か

法令改正を含め具体的に検討していく必要が らの訪問による指導、他の病院や施設内に設

あるということで、本省も法令改正に向けて置されている養護学校の分校や分教室を含む）

鋭意取り組んでこられてきたと思います。 と学校教育法第75条に示されている小・中学
各都道府県や市町村教育委員会、盲学校、 校等に置くことができる身体虚弱者のための

聾学校、養護学校や市町村立小・中学校でも、特殊学級（小・中学校の中に設置されている

特別支援教育コーディネーターの養成研修、 学級、病院内に設置されている小・中学校の

センター的役割の吟味等に真剣な取り組みが分校や学級を含む）とで行われています。

開始されるようになってきました。 （図1参照）

先般、2月17日に河村文部科学大臣から 学校教育法第75条には、身体虚弱者のため

「今後の特殊教育の在り方について、中央教の特殊学級を置くことができるとあり、その

育審議会の初等中等教育部会に専門委員会を第2項には、疾病により療養中の児童及び生

設けて検討」との諮問を受け、今後は中央教徒に対して特殊学級を設け、又は教員を派遺

育審議会レベルでの検討に入ることになりま して教育を行うことができるとあるため、こ

した。このことは、一人一人のニーズに対応の両方の規定を合わせて病弱・身体虚弱学級
した教育へという特別支援教育への変換が、 と称するようになったものです。

小・中学校の通常の学級を巻き込む大きな問 病弱者を対象とする養護学校と、いわゆる

題として認識されたと考えることができると 院内学級との違いをみると、養護学校は長期

思います。 療養を必要とする者が対象であり、院内学級

この一年の間には、畔捌支援教育になる は比較的短期の治療を必要とする者を対象と

と、特殊学級が無くなるのか」とか「全員、 していました。しかし、結核が激減した昭和

これまでの盲学校、聾学校、養護学校か通常 40年代後半ころから病気の種類に差がみられ

の学級のどちらかに入らなければならなくな なくなり、その違いは、義務標準法にみられ

る」、 「院内学級は無くなるそうだ」といつ る1学級当たりの児童生徒数と教員数になり

た噂も耳にしました。 ます。具体的には、養護学校は1学年1学級

本稿は、こうした時期ですが、我が国の院上限6人の児童生徒数に対して1人の教員を

内学級の現状と課題を整理するとともに、特配置するほかに、自立活動担当教員等の配置

別支援教育が展開されるようになった時には、がなされていますが、小・中学校の院内学級
従来の院内学級や病気の子どもの教育がどのでは学年に関係なく、 1学級の児童生徒数が

ようになるかについて私見を述べます。 上限8人で1人の教員配置となっています。
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図1 病弱・身体虚弱特殊学級

したがって、極端な場合、養護学校では1年

生から6年生まで、各学年の児童が1人ずつ

であった場合には、最低6人の教員が配置さ

れ、院内学級ではそうした場合でも、全体で

8人に満たないことから、 1人の担任で対応

しなければならないいわゆる複式学級となっ

てしまいます。

学級数が最も少なかった時期に最も多く、最

近は学級数が増加はしているが児童生徒数は

横ばいの状況で最も多かった時期の1/4～1/3

程度になってきています。 （図3参照）

（3）病弱・身体虚弱教育対象児童生徒の

病気の種類とその変遷

我が国の病弱身体虚弱教育対象児童隼徒の

病気の種類については、全国病弱虚弱教育研

究連盟や全国病弱養護学校長会などが中心に

調査しています。 （図4参照） ．

（2）院内学級数と児童生徒数の推移

病弱・身体虚弱特殊学級数は、昭和40年代

後半から増加しはじめ、最近では平成7年こ

ろからまた増加の傾向が見られている。平成

14年度の学校基本調査では83弾級と過去最

高数にりました。最近は、地方公共団体によ

っては対象者が1～2名であっても院内学級

を設置するところが増えてきました。特に近

年は、中学校の院内学級の増加が著しい傾向

にあります。 （図2参照）

これによると、昭和40年代後半までは、結

核が過半数を占めていた。結核が激減した後、

丁度日本の高度経済成長期の頃、喘息などの

呼吸器疾患が増加しました。また、同時に、

学校検尿が行われるようになった昭和50年代

の前半から、腎炎・ネフローゼ症候群などの

腎臓疾患が、そして昭和60年代頃から医療を

必要とする心身症等が増加、最近は小児がん

この病弱・身体虚弱特殊学級に在籍する児

童生徒数は、データを取り始めた昭和32年の
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図4

病弱教育対象児童生徒の病気の種類の推移
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校と離れた病院の中にある特殊学級であり、

対象児童生徒は入院加療中の者に限定されて

います。また、指導内容は通常の小・中学校

の教育課程に準じた内容での指導が可能であ

る者が多いのですが、前籍校での不登校経験

者や病気のための学習空白を有している者が

多いといった状況にあります。こうした状況

下での院内学級の課題は次の点にあると考え

ます。

①通常の教育課程での指導が可能である児

童生徒に対し、通常の小・中学校と同様に

引き続く2つの学年の児童又は生徒で編制

する複式学級にすることと、中学校の専門

の教科担任の配置を工夫すること

②転学手続きを極端に簡詞上するか、手続

きをとらなくても院内学級での教育を受け

ることができるように制度を改訂すること

③全国の3200余の小児科を標桟する病院の

どこから要望があっても、すぐに学級を設

などの悪襯f生物が急増し、喘息や腎炎・ネ

フローゼ耐廃群などが少なくなってきている

傾向にありあます。病気の種類は筋ジストロ

フィ－など一部を除き、養護学校も院内学級

にもあまり差が無くなってきているとみるこ

とができます。

対象児童生徒の病気の種瀕は、昭和40年代

前半頃は、分類しきれないものも合わせても

10～20種類程度であったが、最近は病名だけ

でみると500余と言われるようになってきて

います。

それらの病気の一つ一つについて、予後や

重症度、回復の程度、生活環境、保護者の考

え方など基本的な教育上の配慮事項が異なり、

求められる対応は一人一人全く異なってきて

いるのが実態です。

(4)院内学級の課題

これまで述べてきたように、院内学級は本
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置し、教育を開始することを制閲上するこ

と

な場で教育や指導を行う形態（「特別支援教

室（仮称）」）が考えられています。

（図5参照）

2特別支援教育と院内学級

昨年3月に発出された「今後の特別支援教

育の在り方について」 （最終報告）では、従

前の「障害の程度等に応じて特別の指導の場

で指導」していた教育から「障害のある児童

生徒の教育的ニーズを的確に把握し、柔軟に

教育的支援を実施」する教育へとの転換です。

具体的には、従前の盲学校、聾学校及び養護

学校を障害の枠にとらわれず、教育的支援の

必要性の大きい児童生徒を対象とする階別

支援学校（仮称）」になります。また、小・

中学校に在籍しながら通常学級とは別に、制

度として全授業時間固定式の学級で学習する

のではなく、通常の学級に在籍した上で障害

に応じた教科指導や障害に起因する困難の改

善・克服のための指導を必要な時間のみ特別

（1）従前の院内学級は

前述したとおり、院内学級は病院の中に設

置されている小・中学校の特殊学級です。し

たがって、特殊教育力塒別支援教育に変わる

ことによって、 「特殊学級」が階別支援教

室（仮称）」となる場合には、 「院内学級」

も病院内に設置されている小・中学校の階

別支援教室」になると考えられます。

通常の小・中学校の校舎内に設置されてい

る特別支援教室の場合には、障害の状態等に

応じて必要な時間だけ特別支援教室で教育を

受けることとなっていますが、病院内に設置

されている特別支援教室も同様に解釈・運用

が可能であると考えます。

具体的には、病院内に設置されていること

図5

小,中学校における全体的｡緯合的な対応
今後の基本的な考え方現状
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ます。から、病院に入院等医療管理下にいなければ

ならない状況の子どもが対象となることは、

これまでと変わるものではないと思います。

在籍は、通常の学級に在籍した上でという

ことですから、院内学級設置学校の当該学年

の学級に在籍することになると考えられます。

できれば、小・中学校の近くの全ての医療機

関に、小児科等子どもたちが必要とする専門

の科があり、そこに「特別支援学校」か「特

別支援学級」のような、これまでの院内学級

のような教育機関が設置されていることが望

ましいのですが、全ての種類の病気対して最

も軒3的な医療機関が小・中学校の近くにあ

ること自体が、現実的に不可能なことです。

実際には、子どもが病気になった場合、保謹

者は可能な限り、どんなに遠くても、最も信

頼できる医療機関での治療を望むものである

と思われます。したがって、その医療機関に

は必ず階別支援教室」が設置されていれば

いいことになります。

最近は、 「同じ治療を受けるのであれば、

院内学級のある病院で」というように、病院

選択の条件に教育機関の有無を含めてくださ

る方がおられる話を聞き、力強く思っている

ところです。

その院内の階別支援教室」で、必要な内

容を必要な時間数だけ学習することができる

ようになりますが、実際には入院期間中は、

院内学級での学習がその大部分になることが

予想されます。

また、通常の学級に在籍している子どもが、

院内の「特別支援教室」で学習する必要があ

る場合に、通級することが可能かという発想

がありますが、その時は、その子どもが病気

になり、医療又は生活規制を必要とする状況

になっていると判断し、院内に「特別支援教

室」を設置している医療機関が、その必要性

を認めた場合に限定されることになると思い

（2）従前の訪問教育は

次に、これまでの障害のため通学して教育

を受けることが困難な児童生徒に対して、教

員を派遣して教育を行う、いわゆる「病院内

訪問教育」の場合であるが、これも附別支

援学校」からの訪問の制度を残しておくべき

ものと考えます。

この度、刷新される階別支援教育」の精

神は、障害のある子どもたちが、より適切な

教育を受けやすくするようにするものであっ

て、彼らの教育の機会を奪うものではありま

せん。それは、平成6年12月に発出された

「病気療養児の教育について」 （通知）の、

適切な教育措置の確保に「（略）その際、関

係法令の規定等もこのような児童生徒に教育

の機会を可能な限り提供しようとする趣旨の

ものであることを十分に理解し、運用に当た

ること。」と記されておりますが、正にこの

ことにも通じるものであると思います。

3具体的な展開

現行では、病院内の階別支援教室」で教

育を受ける際には、その学級を設置している

小・中学校への転学手続きが必要です。これ

は、義務標準法等の関連が改正されなければ

なりませんが、転学手続き等に関してはより

一層簡素化して、教育を受けることができる

ようにされなければならないものと考えます。

特別支援教育に刷新された場合、病気の子

どもに対しての教育の具体的な展開にには、

次のようなことについて取り組みを開始して

おくことが大切です。

（1）個別の教育支援計画

これは、現在、各都道府県等で進めつつあ

る、教育、福祉、医療、労働等が一体となっ
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て乳幼児期から学校卒業後まで、障害のある

子ども及びその保護者等に対する相談及び支

援を行う体制の整備をさらに進め、一人三人

の障害のある児童生徒の一貫した「個別の教

育支援計画」を策定することです。

実際に小・中学校で胴別の教育支援計画」

を策定する場合には、障害のある子どもの教

育に関する知識や経験を有する、従前の特殊

学級の教員が中心となって、他の教員の協力

を得つつ、子どもたちの障害等の状況を分析

し、その結果を基に、教育的な支援の目標や

基本的な内容等からなる「個別の教育支援計

画」の作成が考えられます。

この法令等が改正された場合、従前の病弱

・身体虚弱特殊学級(院内学級も含まれます｡）

の担任も病弱児の教育についての知識や経験

を活かして「個別の教育支援計画」の作成に

積極的に携わることが求められます。

（2）特別支援教育コーディネーター(仮称）

小・中学校で必ず指名される特別支援教育

コーディネーターは、保護者や関係機関に対

する学校の窓口として、また学校内の関係者

や福祉、医療等の関係機関との連絡調整役と

しての役割を果たします。 （図6参照）

従前の院内学級担当者は、保護者や関係機

関との連携や医療との連携について実際に行

ってきていますが、こうした業務を学校全体

のことをふまえて展開する場合、院内の特別

支援教室にいて担当できるのかどうか等につ

いては一つ一つの事例について具体的に検討

していき、最も効果的に仕事ができるように

する必要があると思います。

おわりに

近年の大きな教育改革の潮流は、我が国だ

けのものではなく、先進国といわれる国々の

図6

個別の教育支援計画一小.中学校の場合一

鍵棒密辞f駒

鑓a

蝋

｡ー

『燕聯霧I

蕊W騨囎密頸’
一

(注)聖人憶報の保腰に留意
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多くが取り組みを開始しているものと聞いて

います。その原因は、物の時代から心の時代

へとか、情報が価値をもつ時代へといった価

値観の変化にあると思います。次の時代を背

負っていく後進に文化を伝承し、新しい時代

を切り開いていく力を付けていく営みが教育

であるとしたならば、いずれの時代でも誰も

経験したことのない世界へ踏み出す勇気と覚

悟をもって取り組んでいかなければならない

ものです。

この度の特別支援教育への流れは、変化で

はなく刷新であると考えます。障害のある子

どもの教育の維新であると言う方もおられま

した。それくらい大きな変化ととらえるべき

と思います。

このような流れの中で、病気の子どもの教

育の場と内容、専門性を鑑みるときに、一つ

一つの実践はすばらしいものがありますし、

確かに教育効果が上がっていると評されるも

のばかりですが、教育の効果、指導の効果で

あるという証明をすることがなかなかできま

せん。人力着つために必要な因子は無限にあ

ると思います。因子が多すぎて教育の効果が

分からないことではいけません。これからは

病気の子どもが療養中も発達していることを

考え、エビデンス(evidence)のある取り組

みで展開していく必要があります。

本誌29号の序文で平成15年度末をもって本

学会を終息させる予定を知りました。平成5

年度の「病気療養児の教育に関する調査研究

協力者会議」 （主査加藤安雄先生）が設け

られ通知が発出された時期から10年間の激動

期に芯を通していただいたものと思っており

ます。今後は、本会の意思が様々な方面に広

がり結実されることを祈念しています。

･ﾆューズ
～＝

ミー

◎養護学校生に普通学級籍を、検討委が都に提言

心身に障害ある子供の教育の改善を検討していた東京都の検討委員会は、盲・ろう

・養護学校の小学部、中学部に通う子供たちが、地元の小、中学校の普通学級にも副

次的に籍を置く都独自の「副籍制度」の創設などを盛り込んだ最終報告をまとめ25

日午後、都教育長に答申する。

都教委は早ければ2004年度から地域を限定してモデル的に実施し、将来は都全

体で実現を目指す意向だ。

学習障害など様々な障害に従来よりも幅広く対応するため、盲・ろう・養護学校を

「特別支援学校」に転換。副籍制度は、遠距離通学のケースが多く地域との関係が薄

くなりがちな障害児らが、地元の学校の「児童・生徒」として行事や授業に参加しや

すくする狙いがあるという。

また、小中学校の心身障害学級も「特別支援教室」に転換し、障害のある子供は普

通学級に在籍しながら、障害の程度やニーズに応じて必要な時間を支援教室で学ぶ制

度を提言。副籍制度とともに実現すれば、障害のある児童、生徒がすべて普通学級の

籍を持つことになる。 【日経新聞(NIKKEI NET)2003.12.25】
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《特別寄稿》

重閲章割尼のためのコミュニケーション支援技術

和歌山大学教育学部教授江田裕介

1．コミュニケーションの条件

脳性まひ児は70％以上が言語の障害を伴

い、約20％は音声によるコミュニケーショ

ンが成立しない状態にあると言われている。

また、重度の知的障害児や自閉性障害児も、

それぞれ障害の原因は異なるものの、対人関

係には共通した困難を有する。こうした障害

の重い子どもの育療において、コミュニケー

ションの条件を見直すことは重要な課題であ

る。なぜなら、障害が重い子どもほど本人の

有する問題の要因を直接取り除くこと力灘し

いからである。コミュニケーションの条件を

コントロールすることは比較的容易であり、

通常の方法では対話が不能であったり、発声

や発話が長期のトレーニングによっても満足

に改善されないときは、子どもを取り巻く環

境に改善の余地がないかを検討してみる必要

がある。

ところで、コミュニケーションの困難は、

必ずしも障害児だけに生じる問題ではない。

誰でも海外へ出かければコミュニケーション

の難しさを実感するであろう。言葉の通じな

い外国では、私たちは自分の意思や要求を周

囲に伝えることさえままならない。日常生活

が不自由になるばかりか、心理的にも自己効

力感が低下し、パーソナリティに影響を生じ

ることもある。しかし、海外へ出かけたから

といって、私たちが別人に変わってしまうわ

けではない。変化したものは、相手や場面、

方法といったコミュニケーションの条件であ

る。このように、コミュニケーションの困難

は、本人の能力的な問題だけで生じるもので

はなく、そこには必ず条件面の影響が存在す

る。コミュニケーション障害は、個人と環境

の相対によって生じる一種の現象である。

先にも述べたように、コミュニケーション

の条件を大まかに分けると、①相手（どのよ

うな人と対話するか）、②場面（どのような

状況や関係において対話するか)､③方法（ど

のような媒体や手段を利用するか）という三

つの要素がある。そこで、障害者のためのコ

ミュニケーション支援技術にも、各要素に応

じた幅広い研究の領域がある。

第一は、対話者の側が障害児の表現をどの

ように理解し、接するかという応答に関する

研究である。この領域には、子どもの非言語

レベルの表現に対する評価の技法も含まれて

いる。

例えば､1NREAL(InterReactiveLeaming

andmmmunication)のアプローチもその一

つである。 1N皿肌は、親や教師が子どものサ

インを理解するために、ビデオ分析などを行

いながら、自分自身の関わり方を同時に評価

し、コミュニケーションの環境調整を図る指

導法で､前言語期の子どもの指導に有効とさ

れる（竹田， 1994）。

第二は、対話の場面や状況をコントロール

する方法の研究である。こうした方法は、環

境の認知が困難な広汎性発達障害の子どもの

支援においてとりわけ重要である。亜AM

(TreamentandEducationofAutisticand

RelatedQmm'micatim随ndica"dUlild-

ren)プログラムにおける環境の構造化も、

こうした試みの一つといえる (ScImpler,

1985）。

第三は、コミュニケーションの方法を通常

の音声や文字に限定せず、代替えのメディア

（情報媒体）を導入したり、補助的な道具や
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機器を開発・利用するなどして、対話の

手だてを拡大する研究である。昔から障

害者は、点字や手話、指文字といった特

別なメディアを利用してきた。その他に

もFig.1に示すPCS(PictureCommu-

nicationSymbols)(高橋,1997)、Fig.2

に示すPIC(PictogramldeogramCOm-

munication) (藤沢, 2000)などの、グ

ラフッィクシンボルや、マカトン法のよ

うなサイン言語が発達障害児の教育で利

用されている。

また、スイッチを押すと音声を発する

VOCA(VOiceOutputmmmmication

Aid)と呼ばれる機材(Fig. 3)や、コン

ピュータを利用したコミュニケーション

の補助システム(Fig. 4)が多数開発さ

れている。

近年、こうした補償技術は、AAC

(AugnlentativeandAltemativeCommu-

nication)の実践と結びつきながら、目

覚ましく発展している(Beukelmanand

Mirenda, 1992;YOrkson, 1992;安藤，

1998）。

このように支援技術の内容は多種多様

であるが、いずれもコミュニケーション

の条件をコントロールし、対人関係にお

ける障害児の適応向上を意図していると

ころが共通の特徴といえる。言語の治療、

訓練、矯正を目指した従来型の指導だけ

では効果を得にくい重度障害児を対象と

した支援の理念と方略である。

ころが共通の特徴といえる。言語の治療、

－〆 、 〆 ‐、

おおきい

泓

蕊pp
L ノ

せんせい ピザ

ヒ ーノ

『 、

ふぁ－すとぶ－ど
〆 、 〆

いじわる にげる

9 誰尾」 L

Figb l PCS

(出所）

PCSPymbolsusedwithpermissionof

Meyer-Jomson,Inc.

－－－ｰ一一一一一弾一 今 ーーーL L L

f

皇
G,秘さ
●●●●

W
●

U●1
●●

WW

鑑
Fig2 PIC

訓練、矯正を目指した従来型の指導だけ （出所）

では効果を得にくい重度障害児を対象と 藤沢和子・林文博・井上智義（1988）視覚

した支援の理念と方略である。 シンボルによるコミュニケーション－日本語版

PIC絵カード集一・ブレーン出版．

2．視線によるコミュニケーション

次に、視線による対話の方法を具体的に検 目は感覚器官の一つであるが、同時に優れ

討しながら、重度障害児のコミュニケーショ た運動器官でもある。 「目は口ほどにものを

ン支援における重要なポイントについて述べ言う」という諺があるように、目の動きは人

ていくこととする。 の心理的変化を素早く反映する。そこで視線

を調べることによって、音声を発することが

（1）視線検出装置の利用 困難な重度障害児の意思や感情、興味の対象
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Fig.3CheapTalk8

（8種類の音声を登録できる比較的に安価なVOCA｡

1つのボタンで操作するスキャンタイプの仕様もある｡）

(出所)EnablingDevices,ToysfOrSpecialChildren,2002-2003,NY.
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Fig.4 Dynavox3100

(コンピュータによる高度な対話機能を備えている｡）

(出所) 2001-2002ProductCatalog,DynavoxSystemslnc.,Pittsburgh
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Fig.5視線検出装置とコンピュータによるコミュニケーション支援システム
（製作：キヤノン株式会社）

ll

l‘

Fig.6透明シートを用いた視線コミュニケーション
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などを把握するための手がかりを得られる。

対象児がt職を意図的に動かすことができる

ならば、これを利用して複雑なコミュニケー

ションを行うことも可能である。

Fig5は、撹線検出装置とコンピュータに

よる重関章害者のための意思伝達装置である

（江田・吉田・後藤， 2000；江田, 2001)｡

眼鏡に似た装置で利用者の祈腺を追跡し、コ

ンピュータが注視点を検出する。モニター上

に様々な記号やメッセージが表示され、利用

者がt職で選んだものを、コンピューターが

代わりに音声や文字で伝達するシステムであ

る。予め登録しておいた単語を読み上げさせ

るほか、ワードプロセッサのように文字を入

力して作文や手紙を書くことができる。また、

家電製品のリモートコントロールができるの

で、ベットに寝たきりの状態にある重度障害

者が、ネ腺でテレビのチャンネルを選んだり、

VTRを操作したり、エアコンディショナー

を調整することなどが可能となる。

サイズの画面に9つの視線ターゲット（縦×

3，横×3）を配置した場合、利用者の顔か

ら25～40センチ程度の位置である。60センチ

以上離すと読み取りのミスが多くなる。こう

した予備知識がなく、無条件で利用すると、

支援者は最初シートをやや遠い位置で使う傾

向がある。

もう一つの配慮は、あまり欲張って多くの

記号の種類を一度に提示しないことである。

1枚のシートを細かく分割し、視線ターゲッ

トを増やしていくと、視線の読み取りは急速

に難しくなる。仮名50音表を視線で選ばせ

る試みがよく提案されるが、実際にやってみ

ると特定は困難で、あまり実用的でないこと

が分かる。なるべく記号の種類を絞り込み、

シートの画面を細分しないことが大切である。

透明シートの画面を、9分割（縦×3，横

×3）に設定することは最も合理的である。

なぜなら、この設定では、視線は必ず縦方向

「上・中・下」と横方向佑・中・左」のい

ずれかの組み合わせに限られるからである。

そこで、指導者は子どもの視線を読み取ると

き、漠然と「どこを見ているか」と予測せず、

佑を見ているか、左を見ているかも真っ直

ぐか」というように判断すると良い。また、

利用者もこのルールを意識しながら視線を動

かすことで、コミュニケーション確実性はさ

らに増す。

（2）透明シートの利用

視線コミュニケーションは、コンピュータ

を用いず、もっと素朴な方法によっても実現

できる。

Fig6のように、 1枚の透明なシートに文

字やシンボルを描き、これを中間に提示し、

子どもと支援者が対面する。透明シートをは

さんで相手の目の動きが見えるので、支援者

は子どもが*聯で選択した対象を読み取るこ

とができる。透明シートには市販のOHPシ

ートを用いると印刷やコピーが容易なので便

利である。

ただし、このとき必要な配慮が2つある。

一つは、透明シートを子どもの顔からどの程

度の距離に提示するかである。シートを顔へ

近付け過ぎると見にくいが、逆に遠くへ離す

と視線の動きが小さくなるため注視点の読み

取り力灘しくなる。適切な提示距離は、A4

（3）道具を使わない視線コミュニケー

ション

透明シートによる視線対話を発展させると、

道具をまったく用いないでコミュニケーショ

ンを行うことができる。すでに述べたように、

9分割の画面を利用すると､撹線の動きは、

［上・中・下」 「右・中・左」の組み合わせ

に限られる。そこで、これを合図として、シ

ートの内容との対応を記憶すれば、目の動き

だけで相手に言いたいことを伝えられるよう
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になる(Fig7)。

この方法で表現できる記

号やメッセージは、視線方

向に対応した9種類に限ら

れる。しかし、合図を2段

階で行えば、仮名50音す

べてを表現することも可能

である。つまり、最初の合

図が「アカサタナ」の行頭

を表し､2度目の合図が｢ア

イウエオ」の各段を表わす

ように約束しておく。する

と、最初の視線「左・下」

が「マ行」を表し、2度目

は「中・左」の視線が「エ

の段」を表すことになり、

2回の合図で「め」の一宇

が表現される。道具を要せ

ず、視線の符号化で日本語

を自由に表現することがで

きる。

Fig7視腺の符号化によるコミュニケーション

(1回の合図で9種類、2段階の合図で81種類の

記号やめつせ－じを伝達できる。）

然ながら十分な意志の疎通は行えない。そこ

で大切なことは、最低限のメッセージの範囲

で何を表現させればも本人にとって最も良い

状態につながるのかという個別化の視点であ

る。また、病室での看護師とのやりとりや、

母親との対話、算数の授業における教師との

応答では、それぞれ必要なメッセージも異な

るであろう。こうした表現内容の設定、相手

の特定、場面の限定などにより、コミュニケ

ーションの範囲を狭めることで、支援技術は

個人に最適化され有効なものとなる。

（4）コミュニケーション支援のポイント

障害者の視線コミュニケーションには、視

線検出装置のようなハイテクノロジーを利用

するものから、道具を使わない方法まで、い

ろいろな技術があることを紹介した。コミュ

ニケーション支援の重要なポイントは、これ

らの技術レベルの違いではなく、共通した臨

床上の観点にある。

子どもの視線を読み取る相手が、コンピュ

ータでも、人間の支援者でも、記号の数が増

えて画面が細分されると次第にエラーが増加

する。また、子どもの側も、選捌伎が多いほ

ど高い理解力や複雑な動作が必要になるため

利用力灘しくなる。子どもの実態に合った条

件が設定されていないと、せっかくの支援技

術も役立たないものになってしまう。

一方、数少ない記号やメッセージでは、当

3．表現の自由度と難易度

（1）自由度のコントロール

誤解を恐れずに言うならば、コミュニケー

ション支援技術の本領は、子どもの表現の自

由度を制限することである。ただし、それは
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子どもの自由意思を妨げ、彼らを不自由な存

在に瞳めるという意味ではない。自由度の制

限は、コミュニケーションの条件をコントロ

ールする重要な考え方の一つである。

すべての相手に対して、あらゆる場面で、

どんな会話の内容でも表現を可能とするよう

なコミュニケーションの支援システムを考え

ることは、ほとんど不可能である。仮にそう

したシステムができたとしても、今度は使い

こなせる子どもがどれほどいるであろうか。

しかし、食事のときだけ使うコミュニケーシ

ョンボードや、数種類の単語のみを表現する

VOCAであれば、すぐ実用的なものを作る

ことができるし、簡単に使える子どもが大勢

いるはずである。決まった用途や、限られた

場面、身近な人というように、利用の条件に

制限を加えながら技術を導入していくことが、

コミュニケーション支援の第一歩である。

表現の自由度は、それを高めるほど技能的

な難度が上昇する。逆に、表現方法を簡便な

ものにしていくと、その分だけ自由度が低下

する。表現の自由度と難易度は矛盾した要素

である。個別的な子どものニーズに応じつつ、

自由度と難易度のバランスがとれたシステム

が最良のコミュニケーション支援法といえる。

このカードを子どもの首にぶら下げて、ハ

ンバーガーショップのカウンターの前に立た

せれば、おそらく店員が内容を読んで対応し

てくれるであろう。この方法ならば、言語の

表現がない重度障害児でも一人でハンバーガ

ーショップの注文ができる。問題は、果たし

てこれがコミュニケーションと呼べるかどう

かということである。その答えは、 「子ども

の課題による」ということになる。

子どもが、それまで一人でハンバーガーシ

ョップに行けなかったものが、このカードを

利用することで行けるようになったのであれ

ば、カードは対人行動を拡大する有用な支援

になったと言うことができる。しかし、この

カードには、他人によって書かれた一連のメ

ッセージ以外に表現を選択する余地がない。

したがって、次の段階としては、少しでも選

択的な要素を加えていくことが、教育的な観

点から支援の目標となる。この場合、保護者

や教師が事前に、子どもと十分コミュニケー

ションをとり、注文する品物の種類を選ぶ機

会を作ると良いであろう。さらに、店員と応

答しながら、品物のカードを選択できるよう

になれば、子どものコミュニケーション能力

は、初期の状態から大きく向上したと評価で

きる。

このように、技術的には子どもの表現の自

由度を制限し、利用の条件を最適化しつつ、

教育的には段階的に選択の要素を増やして、

自由度を高めていくことが目標になるbもし

コミュニケーションが不成功に終わったなら

ば、子どもの実態に対して課題の設定力塙過

ぎるのであり、条件の最適化がまだ不十分と

考えられる。一方、コミュニケーションがと

れていても、必要なレベルの選択が保障され

ていなかったり、子どもに潜在する要求が周

囲に伝わらないようであれば、やはり支援の

あり方を見直すことが必要であろう。

（2）支援の目標

表現の自由度は、どのような水準に設定す

ることが適当であろうか。それは、子ども一

人一人のコミュニケーションの謝題と関係し

ている。

例えば、 1枚の紙に次のようなメッセージ

を書き連ねて子どもに持たせたとする。

「こんにちは→ここで食べます→ハンバー

ガーを1つください→コーラをSサイズのカ

ップで1つください→お金はカバンのさいふ

から出してください→おつりはしまってくだ

さい→注文した品はテーブルまではこんでく

ださい→ありがとう→さようなら」
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ルを利用して作る。各ページのクリアポケッ

トにグラフィックシンボルや写真などによる

表現の選択肢を入れておく。子どもはこれら

を指さして、ページをめくりながら対話を進

めていくのである。

表現の内容は構造化し、段階的にページへ

配置していく。例えば、最初のページでは、

陰話・質問・お願い」の選択肢から話のジ

ャンルを選ぶ。もし、子どもが「質問」を選

べば、質問の文脈で話力唯むよう、質問内容

を選ぶページへ進むのである。また、「会話」

を選べば、次は「どこの話？」と場面を選ぶ

ページへ進み、 「学校・自宅・病院」などの

選択肢を表示する。さらに「誰の話？」 「ぼ

く・友だち・先生」と人物を選ぶページや、

「何の話？」 「勉強・スポーツ・給食」と話

題を選ぶページへ進み、徐々に対話を深めて

いくである。

トーキングブックの利点は、豊富な内容の

表現を、簡単な選択行動の反復で行えること

である。 1枚のコミュニケーションボードに

100種類、200種類と多くの選捌伎を表示する

とたちまち利用が困難なものになってしまう

が、 トーキングブックでは、各ページに4つ

か5つ程度の選捌技しか表示しない。4つの

選択肢でも10ページを段階的に進めば100万

通り、14ページ進めば2億通りもの話のパタ

ーンを作ることができる。ただし、この場合

も、話題をあまり広げず、個人的な生活の文

脈に即して、表現の自由度を適度にコントロ

ールすることが実用的である。

（3）コミュニケーションの構造化

コミュニケーションの自由度を高めながら、

表現の方法力灘しくならないようバランスを

とることは簡単でない。そこで、バランス調

整の方法として、コミュニケーションの構造

化を図ることが有効である。

視線コミュニケーションの例では、9つの

視線ターゲットを透明シートで選ぶことは比

較的に簡単であるが、これだけの表現では子

どもの要求を満たせない状況もある。しかし、

視線ターゲットを20種類、30種類と増やして

いくと、画面が細分化され、視線の読み取り

のミスが増加する。また、選捌技を増やし過

ぎると、重度障害児には技能的に選ぶことが

難しくなる。

そこで、 1枚に表示する梯線ターゲットは

9つまでに限定する。ただし、コミュニケー

ションを構造化し、表現内容にカテゴリーを

設けておく。例えば、要求内容を「テレビ」

「のみもの」 「からだ」というように設定し、

これを1枚目のシートに配置する。子どもが

視線で1つを選択したら、各カテゴリーに対

応した2枚目のシートの選択へと進むのであ

る。もし、 1枚目のシートで「テレビ」を選

べば、2枚目のシートで9つのチャンネルを

選ぶことができる。 1枚目で「のみもの」を

選ぶと、2枚目のシートでは9種類の飲み物

を選ぶことができる。同じく1枚目で「から

だ」を選ぶと、2枚目では体の痛むところを

9カ所伝えることができる。すなわち2段階

の選択で9×9＝81種類の記号やメッセージ

を使い分けることが可能になる。しかも、選

択肢は毎回9つのままなので、子どもに高い

技能レベルを要求しない。

4．コンピュータによる文章作成支援

システム

コンピュータを利用したコミュニケーショ

ン支援は、重度の運動障害や視覚・聴覚の感

覚障害に対して、これまで高度な応用技術が

開発され、年々充実している。市販されてい

る実用的な機材やソフトウェアも多数ある。

（4） トーキングブック

会話を村鋤するトーキングブックも同じ発

想で作成することができる。 トーキングブッ

クは、文具店などで売っているクリアファイ
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